
１．研修の目的
人工呼吸器を装着している障がい児、その他医療を必要とする障がい児や重症心身
障がい児等（以下「医療的ケア児等」という）が、地域で安心して暮らしていけるよう、
医療的ケア児等に対する支援が適切に行える人材を養成することを目的とする。

２．研修日程と受講定員
１）基礎研修　：医療的ケア児者等への支援等の基礎知識の理解を目的とした研修

受講定員
第１回目   ８月２２日（木） ７０名
第２回目   ９月１３日（金） ７０名
第３回目 　９月２７日（金） ７０名

２）応用研修①：医療的ケア児等支援者養成研修

開催日 １０月２６日（土）と２７日（日）の２日間 ７０名

３）応用研修②：医療的ケア児等コーディネーター養成研修

開催日 １１月３０日（土）と１２月１日（日）の２日間 ５０名

３．研修対象者
大阪市内の障がい福祉サービス事業所（居宅介護、短期入所、生活介護、児童発達支援、
放課後等デイサービス、計画相談支援、障がい児相談支援事業所）及び保育所、幼稚園等
に従事する者

１）基礎研修
医療的ケア児者等への支援等に関して、強い関心をもち、理解を促進したい者

２）応用研修①
過去１０年間（及び本年）にて基礎研修を修了した者であって、今後、医療的ケ
ア児者を受入れる予定、または既に受け入れている事業所等に従事する者

３）応用研修②
基礎研修と応用研修①をいずれも修了した者であって、相談支援業務に従事する者、
または医療的ケア児の支援に関して中心的な役割を担う者（予定を含む）

４．研修会場
大阪発達総合療育センター　５階ホール

（〒546-0035　大阪市東住吉区山坂５－１１－２１）

５．研修プログラム＜内容・時間等の詳細については別紙参照ください＞

６．受講料
１）基礎研修： 無料

２）応用研修①： ５,０００円（テキスト代含む）

３）応用研修②： ５,０００円（テキスト代含む）

７．受講の申し込み
・別紙「参加申込書」に必要事項を記入のうえ、７月２５日（木）までにFAXにてお申込み下さい。
・受講決定は申し込み締め切り後、郵送にてお知らせ致します
・なお、応募者が多数の場合は各施設人数を１名とし、先着順・地域のバランス等を考慮のうえ

決めさせて頂きます。

８．修了証交付
１）基礎研修： 全課程を受講された方には大阪市より修了証が交付されます。

２）応用研修①： 全課程を受講された方には大阪市より修了証が交付されます。

３）応用研修②： 応用研修①②の全課程を修了した方に大阪市より修了証が交付されます。

* 平成30年度障害福祉サービス等報酬改訂における「要医療児者支援体制加算」のため
には、本研修のすべてを修了する必要があります。

* 遅刻、途中退席、早退された方については、当研修の修了とならない場合があります。
* 当日は検温、手指消毒、マスク等の感染予防対策にご協力をお願い致します。
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